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要 旨

本稿では、発達に課題を抱える 児 の支援に関わる通訳の果たす役割について考え

る。最初に、文部科学省がまとめた統計資料を使い、特別な教育的支援ニーズを持つ

児を取り巻く環境について概観する。次に、愛知県と三重県において、通訳者、行政、専

門家に発達障害に関わる通訳者の現状と医療通訳システムのあり方についてアンケートお

よびインタビューを実施する。その結果を考察して、円滑な通訳を行うため他専門職とネ

ットワークを構築すること、そして発達障害通訳研修の開催の必要性について提言を行う。

 ははじじめめにに

出入国在留管理庁は、令和 年 月末現在における在留外国人数は 万 人で、

令和 年末（ 万 人）に比べ、 万 人（ ％）減少したと発表した。外国

人住民が最も多い都道府県は東京都の １ 人で、次いで二位の愛知県は 人、

位の三重県は 人となった。

学校基本調査によると、平成 年 月 日現在公立学校に在籍している外国人児童生

徒数は 人である。そのうち、文部科学省が隔年で実施している「日本語指導が必要

な児童生徒の受入状況等に関する調査（平成 年度）」によると、日本語指導が必要な外

国籍・日本国籍児童生徒数は 人であった（図 参照）。
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図 日本語指導が必要な外国籍・日本国籍の児童生徒数 上位 都府県

図 で示した通り、外国籍・日本国籍ともに児童生徒数全国第一位は愛知県が突出して

おり、三重県は七位であった。愛知県は、二位の神奈川県の約 倍の児童生徒が日本語

指導を必要としていることがわかる。

愛知・岐阜・三重は、自動車製造業をはじめとする中部圏における産業集積構造が製造

業にとって重要な産業インフラとなっていることから外国人材に頼る傾向があり、家族滞

在の子どもの数も多いと考えられる。

 特特別別支支援援教教育育ニニーーズズののああるる 児児のの状状況況ににつついいてて

ここまでの統計データを踏まえて、本節では特別な教育的支援ニーズのある 児につ

いて論を進めていく。近年、特別支援学校や特別支援学級に在籍する 児の数が急増し

ていることが指摘されている。その一端として、平成 年から平成 年まで 年の間

に特別支援学校の在籍者が 倍増えたことがわかる（図 ）。特に日本国籍の子どもは、

人から 人へと、 倍も増えていることが読み取れる。

図 特別支援学校に在籍する日本語指導が必要な外国籍・日本国籍の児童生徒数

（（ ）） 特特別別支支援援学学校校にに在在籍籍すするる 児児ににつついいてて

図 は外国籍と日本国籍の日本語指導が必要な児童生徒数の特別支援学校在籍者数であ

る。上位 都府県の在籍者数を見ると、第一位は愛知県の 人、次いで二位は岐阜県の

人、三位は静岡県の 人、そして三重県は 人で四位と続いている。
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図 外国籍・日本国籍の日本語指導が必要な児童生徒数の特別支援学校在籍者数

上位 都府県

図 特別支援学校に在籍する日本語指導が必要な外国籍・日本国籍の児童生徒の

言語別人数

・図 ～ は文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（平成 年度）」の結果に

ついて」を基に筆者が作成

図 は、言語別で特別支援学校に在籍する外国籍と日本国籍の日本語指導が必要な児童

生徒を足したデータである。ポルトガル語 児が二位のフィリピノ語 児の約 倍の

人数であることに注目されたい。ここから、特にポルトガル語母語話者の保護者に関して

は、子どもの現状を理解してもらうためにも、通訳による多面的な支援が必要であること

と、通訳者も含めて相当数の支援者を確保することの必要性が浮かび上がってくる。

図 と から 児の学習環境の特徴的な点として特別支援学校在籍者の急増が挙げら

れ、次節で述べるよう特別支援学級在籍者についても同様の報道がある。そのため 児

に対しては日本語指導のみならず、特別支援教育も視野に入れた指導を喫緊の課題として

考える必要がある。

（（ ）） 特特別別支支援援学学級級にに在在籍籍すするる 児児のの状状況況ににつついいてて

年に毎日新聞が独自調査を行ったところ、外国人が集住する 市町の公立小中学

校に通う外国籍の子どもの ％が、知的障害がある子らが学ぶ「特別支援学級」に在籍

していたことが判明した。 市町の全児童生徒のうち特別支援学級に在籍しているのは

％で、外国籍の子どもの在籍率は 倍超に達していたという結果が報告されている。
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表 特別支援学級に在籍する外国籍の子どもの割合（愛知県、三重県の 市）

特別支援学級在籍率
外国籍の児童生徒数

外国籍 全児童生徒

愛知県

新城市 人

蒲郡市 人

豊田市 人

小牧市 人

豊橋市 人

三重県

伊賀市 人

亀山市 人

津市 人

四日市市 人

鈴鹿市 人

毎日新聞（ 年 月 日）より筆者作成

 先先行行研研究究

増え続ける特別な教育的支援ニーズのある 児に対して通訳が果たす役割は大きい。

髙橋（ ）は、外国にルーツをもつ障害のある子の実態と今後の支援課題を明らかに

するため、アンケート、支援関係者のヒアリング、小学校への訪問による三つの調査を行

った。調査から、生活文化の違いによる支援上の問題、親とのコミュニケーションバリア、

発達評価の困難性等が明らかになったとしている。髙橋は今後の支援課題をまとめ、九つ

の提言を行っている。

①発達達障害者地域支援協議会等での周知と課題化、②各国語版の契約文書、障害啓発冊

子、福祉・教育情報等の提供、③支援方法の研究・開発、研修の実施、④通訳者等の確保、

通訳者等に対する発達障害支援研修の実施、⑤外国にルーツをもつ障害児の発達評価法の

研究・開発、⑥出身国（開発途上国含む）の現地情報集約システムの確立・定期更新、関

連情報を含む発信（ナショナルセンターの設置）、⑦バイリンガル心理士の確保、⑦予算的

対応（通訳加算、外国人給食指導加算）、⑧外国にルーツをもつ障害児の有病率の把握

藤川・田邉（ ）は、発達障害のある子どもを日本で育てた経験のある南米出身の保

護者へのインタビューを行い、保護者から「ポルトガル語通訳が小学校も幼稚園も支援機

関でもどこでもいてくれるのがとても助かった。通訳がなかったらすごく大変だと思う」

等の声を聞き取り、その必要性と専門性について述べている。発達障害に関わって通訳す

る用語は専門的であり、大変高度な技術が要求される。

 通通訳訳者者へへのの調調査査

髙橋の提言④で示されている通訳者の現状について、愛知県と三重県で主に学校現場で

の通訳者に、対面、オンライン、書面など、昨今の社会事情に合わせた媒体を用いてイン

タビューを実施した。インタビューの協力者は、あいち医療通訳システム中国語通訳第四

期生で名古屋市教育委員会母語学習協力員（中国語）の さん、愛知県教育委員会外国人
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児童生徒語学相談員（スペイン語）の さん、愛知県教育委員会外国人児童生徒語学相談

員（ポルトガル語）の さん、名古屋市教育委員会母語学習協力員（タガログ語）の さ

ん、元四日市市適応指導員（ポルトガル語）の さんの 名である。

質問事項は、以下の 点である。

①いままで発達障害について通訳したことはありますか（はい いいえ）

②発達障害、あるいは特別支援教育について研修を受けたことはありますか（はい いいえ）

③発達障害に関する通訳で困ったことはありますか（はい いいえ）具体的に教えてください。

④ほかの通訳さんと横のつながりはありますか（はい いいえ）

⑤現場で発達障害のことを保護者に通訳するとき、何が大変ですか。具体的に教えてください。

表 通訳者に対するインタビューのまとめ

言語 質問 質問

さん 中国語

・保護者は子どもの発達障害を
受け入れ難いため、理解がなかな
か得られない。

・事実を伝える、感情を入れない。
・一番気を付けていることは、中
立を保つこと、内容を変えない・
足さないで通訳する。自分の意見
は言わない。
・医者の曖昧な言い方や通訳しに
くいことは、はっきりした言い方
でと依頼する。

さん スペイン語

・保護者が発達障害について知
識がないため、スペイン語に翻訳
しても理解できない。
例）〇〇過敏、知的年齢など。
・学校の先生が感じている「子ど
もの抱える課題」と保護者の感じ
ている「子どもの課題」が一致し
ていないため話がまとまらない。
・障害や子どもの発達に関して、
文化的なずれがあるが、双方がそ
れに気づいていないためずれに
ついて通訳が補足することが必
要となる。

・言葉の選択。
保護者のスペイン語力、理解力、
性格を会話をしながら把握し、保
護者が理解できるよう、肯定的に
とらえられるように言葉の選択、
説明をすること。
・学校の意図や考えを伝えるこ
と。
・学校側は、言葉を選んで説明す
るが（はっきりと言わない）、その
まま通訳しても保護者にはしっ
かりと理解できないことがある。
・事前に学校側が児童にとってど
のような支援や配慮をしたいと
思っているのか懇談会で最も伝
えたいことは何かを確認するこ
とで、学校側の意図や思い、考え
を保護者に伝えるようにしてい
る。

さん ポルトガル語
・専門用語の翻訳（例： Ⅳの
結果を伝える時

・非常にデリケートな題材だから
こそ適切な言葉や表現を選ぶの
は難しい。

さん タガログ語

・フィリピンでは児童の障害に
対する考えが日本のように広く
ない。
・日本の特別支援教育制度、特別
支援の目的や特別支援を受ける
メリットについて保護者の理解
がまだ低いこと。

・保護者から日本の特別支援教育
についての理解を得ることは非
常に難しい。
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さん ポルトガル語

・自分の大事な子が障害を抱え
ている事を受け入れたくない保
護者の場合はどれほど丁寧に説
明しても次のステップに進めな
い。

・専門用語を覚えること。

表 はインタビュー調査の結果をまとめたものである。質問①②および④の回答は全員

「はい」であった。愛知県内の学校現場で通訳をする通訳者は、発達障害についての研修

を受けているとのことである。あいち医療通訳システムでは、子どもに投与する薬や実際

の対応について研修を行っている。しかし、愛知県では、発達障害に関する研修はスポッ

ト的に実施されるため、系統的なプログラムはないようである。そしてどの通訳者も、障

害観は国によって文化的差異があるということを踏まえて中立を保つこと、そして自分の

考えを交えず、事実のみ伝えることに徹しているとのことである。また、保護者の母語力

や理解力に差があるため、日本の教育制度や特別支援教育について説明しても、保護者の

理解が及ばない場合もあり、各々の保護者のレベルに合わせて通訳をするとのことで、通

訳者の苦労が推察される。これに関して、川崎（ ）は、保護者に通訳を介して発達の

問題について説明しても、保護者自身がダブルリミテッドの場合、理解を得ることは難し

いと述べている。

さらに医師や学校側が話す日本語独特な主語がはっきりしない説明や遠回しな表現を通

訳する場合、真意は何かということを常に確認しながら通訳をしているとのことで、通訳

をしてもらう側も通訳しやすい言い回しや表現をしているのかどうか、振り返ってみる必

要があると思われる。

 通通訳訳研研修修ににつついいててのの調調査査

髙橋の提言④で示されている発達障害支援研修について、行政がどのような取り組みを

行っているのか、あいち医療通訳システムを運営する愛知県多文化共生推進室と三重県国

際交流財団に書面アンケートと対面調査を行った。

（（１１））ああいいちち医医療療通通訳訳シシスステテムムとと子子どどもものの発発達達障障害害にに関関ししてて

あいち医療通訳システムは、利用申込のあった医療機関、保健所・保健センター等に通

訳者派遣や電話通訳、文書翻訳（医療機関への紹介状等の翻訳）等のサービスを提供し、

それに対し利用料金を徴収するシステムである。

当通訳システムの担当者に、子どもの発達障害に関する通訳実績について質問したとこ

ろ、 年 月から 年 月までの ヶ月間に 件の通訳派遣があったとのこと

である。総通訳件数 のうち 件は発達障害の疑いのある子どもを持つ保護者からの

依頼で、通訳の内容は母親の育児不安への対応が主であり、残り 件は心理検査の結果の

通訳、投薬のための診察の通訳、診断書の翻訳や発達相談であった。 件の通訳派遣の

言語別の内訳は、ポルトガル語 件、英語 件、スペイン語 件、フィリピン語 件、

ベトナム語 件で、ポルトガル語の依頼が全体の ％を占めている。本稿 １ でも既述

した通り、ポルトガル語通訳の需要が高いことが派遣実績からも明らかである。

次に、当通訳システムで、子どもの発達障害に関する研修開催について質問した。医療

通訳に関するフォローアップ研修は年 回実施し、令和元年度の第１回目のフォローアッ

プ研修（ 年 月 日実施）では、「多言語環境で育つ子どもの発達障害について」
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というテーマで四谷ゆいクリニックの阿部裕医師に講演を依頼し、その後ワークショップ

を開催したとのことである。

（（２２））三三重重県県国国際際交交流流財財団団とと子子どどもものの発発達達障障害害にに関関ししてて

三重県国際交流財団（以下 と略す）の医療通訳担当者に聞き取り調査を行った。

では、 年 月 日から 月 日まで、「外国につながる子どもたちの発達支

援・検査に関する通訳研修会」を計 回開催した。対象言語はポルトガル語、スペイン

語、フィリピノ語で、定員は各 程度であった。担当者によると、この研修会には県内

外から関心が寄せられ、 交流サイトの での閲覧件数が を超えたとの

ことである。

はこれまで医療通訳事業に 年間関わってきており、 年度に初めて発達障害

をテーマに事業化した。支援者、学校教員などから 児の発達についての悩みの声が多

く寄せられたことと、大学、医療関係者から協力が得られたことが開催につながった。今

回の研修には、主に桑名市、津市、鈴鹿市在住の通訳者が参加し、アンケートでは参加者

の ％以上が「満足」だったと答えている。課題となってきたことは、以下の通りであ

る。

・外国人保護者にとって支援の流れがわかりにくい

・保護者によっては、子どもの発達課題について理解が得にくい

・通訳者らが、放課後デイサービス等の様子を知る機会がない

筆者（藤川）がこの研修で訳語を作るワークショップに参加した際は、支援システムに

ついて熟知している者がその情報を伝えると同時に、通訳者もその支援システムをある程

度知っておく必要があると感じた（藤川・田邉 ）。

本事業は 年度以降も「日本に愛着を持ち住み続けたいと思う環境」を次の 年間で

作っていくことを目的として継続事業となっている。 年 月には児童精神科医髙橋脩

氏を招き、シンポジウムを開催している。三重県内の医療、教育、行政など多様なネット

ワーク作りにつながった。

また では、今年度 ヶ月に一度予約制の発達相談会も開催してきた。ブラジル、ペ

ルー、アジア出身の保護者から相談があり、各言語の通訳者は保護者が母語で話したいこ

とをたくさん抱えていることが感じられたとのことである。今後の研修会では、保護者・

支援者の孤立の解消や多職種の連携が大きなテーマになってくると思われる。

（（１１））専専門門家家へへのの聞聞きき取取りり調調査査

髙橋（ ）では、支援者が直面している問題の一つに、通訳者や翻訳者が確保でき

ず、親とのコミュニケーションが難しいことがあると述べられている。髙橋氏は外国人が

集住する豊田市で児童精神科医をしており、発達障害で困難を抱える 児の現状に詳し

い。そこで、直接オンラインで聞き取り調査を行った。彼は、発達障害に関する通訳に関

して、通訳してもらう側が、通訳しやすい日本語を話す必要があることを指摘している。

例えば専門用語の訳し方について、通訳者が「知的障害」を差別的な古い用語を使って訳

してしまい、保護者が戸惑うことがあったとのことである。それぞれの文化の中で発達障

害がどのように捉えられているのかをよく理解したうえで、保護者を誤解させないような

表現に置き換えて訳してもらうことが重要であると強調している。さらに、日本の特別支

援教育、障害児福祉、出身国の仕組みについても理解したうえで通訳が行われないと、相
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互に齟齬が生じるとのことである。通訳者は、子どものルーツのある国の「現在の」仕組

みをよく認識したうえで通訳することと、出身国の情報の蓄積が必要になってくると考え

られる。

次に、愛知県内の小中学校で教育相談を担当する 氏に、通訳の必要性について聞き取

り調査を行った。 氏は、通訳者の存在を、保護者に今後の子育てに役立つように検査の

結果を伝えるために欠かせないと考えている。例えば、 Ⅳなど心理検査の結果を保護

者に話す場面では、「記憶力がいま一歩だ」「語彙力が足りない」「具体的な絵は分かるが、

抽象的な図形はあっさり間違った」等子どもの検査結果について話すため、日常会話では

使わない用語を使うことになる。そのため通訳者側に日本語の用語に相応する母語の知識

がないと、検査結果の意図が保護者に伝わらないということに直結する。そのため 氏は、

通訳者が集まる市の会合で、保護者に話す際に使う用語の概要などを説明する機会を持っ

ているとのことである。

 ままととめめとと今今後後のの課課題題

前述の髙橋の提言⑥「出身国（開発途上国含む）の現地情報集約システムの確立」は、

通訳者の情報収集や知識のアップデートに関わってくる。髙橋は、出身国との連携として、

国による発達障害の捉え方の違い、文化、制度の違いについて考えなくてはいけないと述

べている。例えば、宗教によっては、発達障害は神への信心が足りないからだと考えられ

ていたり、ある国では、自閉症ということばの一般的な認知度が低いため、知的障害との

違いなどを丁寧に説明したりする必要があるとのことである。

厚生労働省の「医療通訳育成カリキュラム基準」「倫理」の項には、専門職として責任あ

る行動をとること、忠実に訳すこと、プライバシーへの配慮や守秘義務に関すること等、

通訳者としての心構えが提示されている。

医療通訳士のルルデス（ ）は、文化の差を理解して、必要に応じて説明を加えて患

者を擁護しなくてはいけないと述べる。また、通訳者は単に専門用語を訳すだけでなく、

日本の医療や福祉のシステム自体を理解していなければ、正確に訳することはできないと

いう指摘もある（村松 ）。こうしたことを踏まえて、発達障害に関わる通訳者は、通

訳の対象となる保護者自身が持っている情報を確認しながら話を進めていく作業が必要で

あると考えられる。

本研究では、発達障害のある 児に関わる学校関係者、医療関係者、通訳者、行政の

担当者などを含む支援者同士でデータ収集や情報交換をしたり、研究会等を開催したりし

て情報共有をすることが急務であることが明らかになった。現時点では、国として総合的

な移民政策に責任を持つ行政組織がないため、支援者一人一人が網羅的に複数の情報を収

集し、現場の個人の努力だけで 児の支援を行うことは容易ではない。今後は、多職種

のネットワークの構築とともに、発達障害通訳研修の必要があることを提言していきたい。
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